
保険年金 のいわゆる 「二重課税 」に伴 う法定外 (時効超 )部 分 の返還 に係 る対応 に

ついて

.背 景及び対応

遺族 の方が年金 として受給す る生命保険金等 の うち、相続税の課税対象 となった

部分 については、所得税の課税対象 にな らない とす る最高裁判所 の判決があった。

(平成 22年 7月 6日 )

これ を受 けて、相続又は贈与等 に係 る生命保 険契約等に基づ く年 金所得の取扱

いが変更 とな り、所得税法施行令が改正 され、平成 22年 10月 20日 よ り所得税

において還付 申告等の受付 が開始 された。 (個人住民税について 自動反映)

また、国税においては所得税法等 を改正 し、5年 を超 え 10年 以内の二重課税 に

ついて 「特別還付金」 として返還す ることとなった。 しか し、地方団体は税法の改

正Eはせず、地方団体の 自主的な判断による返還対応 となつた。

この ことにより、都、 23区 、市町村は、地方 自治法第 232条 の 2の 規定によ り

返還す ることとし、葛飾区は 「特別返還金」として要綱 を定め、返還す ることとした。

2.要 綱の概要

(1)目   出勺

地方税法の規定によ り還付ができない年度分 にお ける二重課税 となっている区

民税相 当額の返還 を行 うことによ り、納税者 の不利益の救済を図 り、もつて区の

税務行政に対す る信頼性 の確保 を図ることを 目的 とす るc

(2)対  象  者

対象保険年金の保険金受取人等に該 当す る者 (当該保険金受取人等に該 当す る

者が死亡 している場合にあっては、その相続人等)で あって、平成 13年 度分以

後の各年度分の当該対象保険年金 に係 る所得に対 して区民税 を賦課徴収 されて い

る者 とす る。

(3)特 別返還金

・特別返還金は、地方 自治法第 232条 の 2の 規定に基づき、対象年金受給者等の

対象者 に給付す る。
・特別返還金の額は、保 険年金所得 について賦課徴収 した区民税 の額か ら、当該

保険年金所得について、所得税法施行令 の規定により算 出され る金額 を控除 した

金額 をい うcた だ し、地方税法に規定す る賦課決定の期間制限又は還付金の消滅

時効の適用により、遠付 を行 うことができないものに限る。



(4)特 別返還金の申請方法及び期間

特別返還金 の給付を受けよ うとす る者 は、必要書類 を添えて区長に申請 しなけ

ればな らない。 また、申請期間は、所得税の特別還付金請求の受付期間(法施行か

ら 1年 間)等を基本 とし、平成 23年 7月 11日 か ら平成 25年 3月 31日 まで と

す る。

(5)都 民税への準用

法第 41条 の規定によ り区民税 と併せて賦課徴収 した都民税について、要綱の

規定を準用す る。

.納 税者への周知

広報 「かつ しか」や区ホームページで周知す る。


